
技能講習等の修了証への旧姓等併記について
令和３年４月１日から、ご希望に応じて当協会支部発行の技能講習等の修了証に

旧姓等を併記できるようになりました。
下の見本のように修了証に「旧姓等を使用した氏名」が併記されます。

旧姓等の併記を希望する場合は、講習等の受講申込書の所定の欄に希望ありとし、併記する旧姓等を記載する必要があります。

また、受講申込書に次のいずれかの書類を添付してください。

 旧姓等が記載された住民票（「旧氏」欄に旧姓等が記載されたものに限ります。）

 旧姓等が記載された自動車運転免許証又はマイナンバーカード（マイナンバーが記載された裏面は不要です。）

※上記の住民票、自動車免許証、マイナンバーカードへの旧姓等併記に関して、手続きが必要な場合がありますので、関係機関等にご確
認ください。
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